
生駒市議会規則第１号 

 生駒市議会事務局規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年９月１９日 

  生駒市議会議長 井上 充生  

 

生駒市議会事務局規則の一部を改正する規則 

 生駒市議会事務局規則（平成２年３月生駒市議会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条庶務係の項第５号中「報酬」を「議員報酬」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


